
　　　○　長岡市殿町１丁目から３丁目までの区域

　　　○　長岡市大手通１丁目、２丁目の区域

　　　○　長岡市城内町１丁目から３丁目までの区域

　　　○　長岡市東坂之上町１丁目から３丁目までの区域

　　　○　長岡市坂之上町１丁目から３丁目までの区域

※　国土地理院の電子地形図（タイル）に新潟県暴力団排除条例における暴力団排除特別強化区域を追記して掲載

                   区　　　域

令和２年３月１日から指定


